
○砺波市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成１６年１１月１日

規則第１２９号

改正 平成１７年１２月２６日規則第３３号

平成２０年３月３１日規則第１２号

平成２１年３月３０日規則第７号

平成２９年３月１７日規則第２号

平成３１年４月２６日規則第１９号

令和２年３月３０日規則第１４号

（趣旨）

第１条 この規則は、砺波市特定公共賃貸住宅管理条例（平成１６年砺波市条例第１６

２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

（入居者の所得基準等）

第３条 条例第６条第１号の市長の定める所得の基準は、次のとおりとする。

(１) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成５年法律第５２号）第３条

第４号イに規定する者 １５万８，０００円以上２５万９，０００円以下

(２) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建設省令第１

６号。以下「施行規則」という。）第７条第１号に規定する者 ２５万９，０００

円を超え４８万７，０００円以下

(３) 施行規則第７条第２号に規定する者 １３万９，０００円を超え１５万８，０

００円未満

２ 条例第６条第２号の特別の事情は、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第２

条第１５号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、都市計画法（昭和４

３年法律第１００号）第５９条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法（昭和

２９年法律第１１９号）第３条第４項若しくは第５項の規定に基づく土地区画整理事

業若しくは都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第２条の２の規定に基づく市街

地再開発事業の施行に伴う住宅の除却又は土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）

第２０条（同法第１３８条第１項の規定により準用する場合を含む。）の規定による
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事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法（昭和３６

年法律第１５０号）第２条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却をいう。

３ 条例第６条第２号の市長の定める所得の基準は、４８万７，０００円以下であるこ

ととする（所得が１５万８，０００円未満である者にあっては、所得が１３万９，０

００円を超えているものであって上昇が見込まれるものに限る。）。

４ 条例第６条第３号の市長の定める基準は、次のとおりとする。

(１) 所得が４８万７，０００円以下であること（所得が１５万８，０００円未満で

ある者にあっては、所得が１３万９，０００円を超えているものであって上昇が見

込まれるものに限る。）。

(２) 前号に定めるもののほか、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させ

ることが適当であると市長が認めるものであること。

（入居の申込み）

第４条 条例第７条第１項の規定による入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。

(１) 申込みをする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）

の現住所を証する書類、所得を証する書類及び地方税等を滞納していないことを証

する書類

(２) 扶養親族を確認できる書類

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（入居者の選定方法）

第５条 条例第９条の規定による特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。

(１) １８歳未満の同居する子が３人以上いる者

(２) 配偶者がなく、かつ、現に同居し、又は同居しようとする２０歳未満の子を扶

養している父又は母

(３) 入居の申込みをした者又は条例第６条第１号に規定する親族（以下「同居親族」

という。）のうちに６０歳以上の者がある者

(４) 入居の申込みをした者又は同居親族のうちに次に掲げる障害者等がある者
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ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により

身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令

第１５号）別表第５号の１級から４級までに該当する障害を有する者

イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１５条に規定する児童相談所の長、

知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１項に規定する知的障

害者更生相談所の長、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第６条第１項に規定する精神保健福祉センターの長又は精神科の

診療に経験を有する医師により、重度若しくは中度の知的障害であると判定され

た者又はこれと同程度の精神的障害を有すると判定された者

(５) 砺波市営住宅の入居者のうち収入超過者又は高額所得者で市長が認める者

(６) 前各号に該当する者のほか、市長が住宅事情の改善が特に必要と認める者

（入居の手続）

第６条 条例第１１条第１項第１号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅使用請書（様

式第２号）とする。

２ 前項の請書には、次条第１項の要件を満たす連帯保証人１人の印鑑登録証明書、収

入を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

３ 条例第１１条第２項の規定により入居の手続を延期しようとする者は、特定公共賃

貸住宅の入居の決定のあった日から１０日以内に特定公共賃貸住宅入居手続延期承認

申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。

（連帯保証人）

第７条 連帯保証人は、次の要件を備えている者でなければならない。

(１) 市内の居住者であること。ただし、入居決定者の２親等以内の親族又は雇主に

あってはこの限りでない。

(２) 入居決定者の家賃の３倍以上の収入があること。

２ 条例第１１条第１項第１号に規定する規則で定める極度額は、入居決定時（次項に

規定する連帯保証人変更の手続を行う場合においては、申請書提出時）における近傍

同種の住宅の家賃の１２箇月分の金額に１５万円を加えた額とする。

３ 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変

更承認申請書（様式第４号）に前条第２項に規定する書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。
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４ 入居者は、連帯保証人につき次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、

直ちに前項に規定する連帯保証人変更の手続をしなければならない。

(１) 死亡したとき。

(２) 後見又は保佐開始の審判を受けたとき。

(３) 破産したとき、又は収入が著しく減少したとき。

(４) 住所が不明になったとき。

(５) 第２項に定める極度額に至るまで責任を負ったとき。

５ 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更を生じたときは、特定公共賃

貸住宅連帯保証人住所（氏名・勤務先）変更届（様式第５号）に変更を証する書類を

添えて、直ちに市長に届け出なければならない。

（家賃の決定及び変更）

第８条 条例第１２条第１項に規定する特定公共賃貸住宅の家賃（以下「家賃」という。）

は、月を単位として別表第１に定める額とする。

２ 市長は、条例第１２条第２項の規定により家賃を変更しようとするときは、家賃を

変更する時期、その額その他必要な事項を入居者に通知するものとする。

（家賃の減額申請）

第９条 条例第１５条の規定による家賃の減額を受けようとする入居者は、特定公共賃

貸住宅家賃減額申請書（様式第６号）に市長が必要と認める書類を添えて、毎年、７

月１日から８月３１日までに市長に提出しなければならない。

２ 新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとする者が家賃の減免を受けようとする場合

は、第４条に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書の提出をもって、特定公共賃貸住

宅家賃減額申請書の提出があったものとみなす。

（入居者負担額の決定方法）

第１０条 条例第１６条の入居者負担額は、別表第２に定める額とする。

（家賃等の減免及び徴収猶予の申請）

第１１条 条例第１７条又は第１９条の規定により家賃等の減免又は徴収の猶予を受け

ようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃等減免・徴収猶予申請書（様式第７号）を市

長に提出しなければならない。

（入居者の負担する費用）
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第１２条 条例第２１条第５号に規定する市長の定める費用とは、明渡しの際に通常の

使用による損耗のみ生じている場合についても行うこととしている畳の表替え、障子

及びふすまの張替え並びにクリーニングに要する費用とする。

（不在の届出）

第１３条 条例第２４条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅を引き続き１５日以上

使用しないこととなる日の前日までに特定公共賃貸住宅不在届（様式第８号）を市長

に提出して行わなければならない。

（住宅併用の承認）

第１４条 条例第２６条ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に併

用しようとする者は、特定公共賃貸住宅用途併用承認申請書（様式第９号）を市長に

提出しなければならない。

（住宅模様替え及び増築の承認申請）

第１５条 条例第２７条第１項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の模様替え又は

増築をしようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え・増築承認申請書（様式第１０

号）を市長に提出しなければならない。

（同居の承認申請）

第１６条 条例第２８条第１項の規定により特定公共賃貸住宅の入居の際に同居した親

族以外の者を同居させようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書（様式第１

１号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の申請があったときは、認定収入及び入居者負担金の再認定を行うも

のとする。

（同居親族異動届）

第１７条 出産、死亡、転居又は転出により同居する親族に異動が生じたときは、入居

者は、速やかに特定公共賃貸住宅同居親族異動届（様式第１２号）を市長に提出しな

ければならない。

２ 市長は、前項の届出があったときは、認定収入及び入居者負担金の認定を行うもの

とする。

（入居承継の承認申請）

第１８条 条例第２９条第１項の規定により入居承継の承認を受けようとする者は、承

継の理由となるべき事実の発生した日から３０日以内に特定公共賃貸住宅入居承継承
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認申請書（様式第１３号）に特定公共賃貸住宅使用請書（様式第２号）及び当該承継

の理由となるべき事実が明らかとなる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

（住宅明渡しの届出）

第１９条 条例第３０条第１項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡届（様式第

１４号）を市長に提出して行わなければならない。

（身分を示す証票）

第２０条 条例第３２条第３項に規定する身分を示す証票は、身分証票（様式第１５号）

による。

（その他）

第２１条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項は、

市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１６年１１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の砺波市特定公共賃貸住宅条例施行規則

（平成１２年砺波市規則第２７号）又は庄川町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則（平

成７年庄川町規則第１０号）（以下これらを「合併前の規則」という。）の規定によ

りなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた

ものとみなす。

３ この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しくは免除又は徴収

猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予の基準等は、な

お合併前の規則の例による。

附 則（平成１７年１２月２６日規則第３３号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２０年３月３１日規則第１２号）

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年３月３０日規則第７号）

（施行期日）

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

（経過措置）
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２ この規則の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた申請、手続その他

の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則（平成２９年３月１７日規則第２号）

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（平成３１年４月２６日規則第１９号）

この規則は、平成３１年５月１日から施行する。

附 則（令和２年３月３０日規則第１４号）

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

別表第１（第８条関係）

別表第２（第１０条関係）

名称 建設年度 住戸タイプ 床面積 戸数 家賃（月額）

新栄町団地 平成１２年度 ２DK（B） ５７．１m２ １戸 ６９，０００円

２LDK ６８．５m２ ３戸 ８５，０００円

３LDK ８２．０m２ １戸 ９８，０００円

グリーンハイツ示野 平成８年度 ３DK（A） ７１．７m２ ２２戸 ６６，０００円

平成１０年度 ３DK（A） ７１．７m２ １４戸 ６６，０００円

３DK（B） ７７．９m２ ４戸 ６９，０００円

名称 建設年度 住戸タイプ 所得区分（月額） 入居者負担額

（月額）

新栄町団地 平成１２年

度

２DK（B） １８６，０００円以下の場合５１，０００円

１８６，０００円を超え２１

４，０００円以下の場合

５１，０００円

２１４，０００円を超え２５

９，０００円以下の場合

５１，０００円

２５９，０００円を超え３５

０，０００円以下の場合

５６，０００円

３５０，０００円を超え４８

７，０００円以下の場合

６１，０００円

２LDK １８６，０００円以下の場合６０，０００円

１８６，０００円を超え２１６０，０００円
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４，０００円以下の場合

２１４，０００円を超え２５

９，０００円以下の場合

６０，０００円

２５９，０００円を超え３５

０，０００円以下の場合

６５，０００円

３５０，０００円を超え４８

７，０００円以下の場合

７０，０００円

３LDK １８６，０００円以下の場合７０，０００円

１８６，０００円を超え２１

４，０００円以下の場合

７０，０００円

２１４，０００円を超え２５

９，０００円以下の場合

７０，０００円

２５９，０００円を超え３５

０，０００円以下の場合

７５，０００円

３５０，０００円を超え４８

７，０００円以下の場合

８０，０００円

グリーンハイツ

示野

平成８年度 ３DK（A） １８６，０００円以下の場合５０，０００円

１８６，０００円を超え２１

４，０００円以下の場合

５０，０００円

２１４，０００円を超え２５

９，０００円以下の場合

５０，０００円

２５９，０００円を超え３５

０，０００円以下の場合

５３，０００円

３５０，０００円を超え４８

７，０００円以下の場合

５６，０００円

平成１０年

度

３DK（A） １８６，０００円以下の場合５０，０００円

１８６，０００円を超え２１

４，０００円以下の場合

５０，０００円

２１４，０００円を超え２５

９，０００円以下の場合

５０，０００円



9/25

２５９，０００円を超え３５

０，０００円以下の場合

５３，０００円

３５０，０００円を超え４８

７，０００円以下の場合

５６，０００円

３DK（B） １８６，０００円以下の場合５３，０００円

１８６，０００円を超え２１

４，０００円以下の場合

５３，０００円

２１４，０００円を超え２５

９，０００円以下の場合

５３，０００円

２５９，０００円を超え３５

０，０００円以下の場合

５７，０００円

３５０，０００円を超え４８

７，０００円以下の場合

６１，０００円



10/25



11/25



12/25



13/25



14/25



15/25



16/25



17/25



18/25



19/25



20/25



21/25



22/25



23/25



24/25



25/25

様式第１号（第４条関係）

様式第２号（第６条、第１８条関係）

様式第３号（第６条関係）

様式第４号（第７条関係）

様式第５号（第７条関係）

様式第６号（第９条関係）

様式第７号（第１１条関係）

様式第８号（第１３条関係）

様式第９号（第１４条関係）

様式第１０号（第１５条関係）

様式第１１号（第１６条関係）

様式第１２号（第１７条関係）

様式第１３号（第１８条関係）

様式第１４号（第１９条関係）

様式第１５号（第２０条関係）


